
                                第６６号議案 

一宮市立図書館規則の一部を改正する規則の制定について 

一宮市立図書館規則の一部を改正する規則の制定について、別紙案を添えて教育委員

会の審議に付します。 

平成２８年１１月２２日

一宮市教育委員会   

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

電子書籍の導入に伴い例規整備を図るため、本案を提出します。 



（案） 

一宮市立図書館規則の一部を改正する規則 

一宮市立図書館規則（昭和55年一宮市教委規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「図書館資料」を「図書館法第３条第１号に規定する図書館資料」に改

める。 

第10条第１項中「資料」の次に「（電子書籍（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）によって作

成されたもののうち、インターネットその他館長が定める方法により利用が可能なものと

して館長が指定するものをいう。以下この条及び次条第１項において同じ。）を除く。第12

条、第16条及び第17条において同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 電子書籍の利用手続については、教育長が別に定める。 

第11条第１項及び第２項を次のように改める。 

  個人貸出しを受けることができる資料（現に個人貸出しを受けている資料を含む。）の

種類及び一人当たりの貸出点数は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 資料（次号及び第３号に掲げるものを除く。） 10点まで 

(2) 次に掲げる視聴覚資料 合計５点まで（ただし、イに掲げるものにあっては２点

まで、ウに掲げるものにあっては１点までとする。） 

 ア ＣＤ又はカセットテープ 

 イ 光ディスク（ＣＤを除く。）又はビデオテープ 

 ウ 複製絵画 

(3) 電子書籍（市内に住所を有する者が個人貸出しを受ける場合に限る。） ５点まで 

２ 個人貸出しを受けることができる期間は２週間以内とする。ただし、複製絵画に係る

個人貸出しを受けることができる期間は、30日以内とする。 

第11条第３項中「第１項」を「前２項」に改める。 

付 則 

この規則は、平成29年１月12日から施行する。 



一宮市立図書館規則（昭和５５年一宮市教育委員会規則第６号）新旧対照表 

現行 改正案 

（業務） （業務） 

第２条 図書館は、図書館法（昭和25年法律第118号）の規定により、一般公衆の教養、

調査研究、レクリエーション等に資するため、おおむね次の事項を行う。 

第２条 略 

(1) 図書館資料（以下「資料」という。）を収集し、整理し、及び保存して一般公衆

の利用に供すること。 

(1) 図書館法第３条第１号に規定する図書館資料（以下「資料」という。）を収集し、

整理し、及び保存して一般公衆の利用に供すること。 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

（貸出し等に係る手続） （貸出し等に係る手続） 

第10条 資料の貸出しを受けようとする者は、その都度、貸出カードを提示しなければな

らない。 

第10条 資料（電子書籍（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。）によって作成されたもののう

ち、インターネットその他館長が定める方法により利用が可能なものとして館長が指定

するものをいう。以下この条及び次条第１項において同じ。）を除く。第12条、第16条

及び第17条において同じ。）の貸出しを受けようとする者は、その都度、貸出カードを

提示しなければならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 ４ 電子書籍の利用手続については、教育長が別に定める。 

（貸出点数及び期間） （貸出点数及び期間） 

第11条 資料の個人貸出しは、１人15点以内とし、その期間は、２週間以内とする。ただ

し、複製絵画に係る個人貸出しの期間は、30日以内とする。 

第11条 個人貸出しを受けることができる資料（現に個人貸出しを受けている資料を含

む。）の種類及び一人当たりの貸出点数は、次に定めるとおりとする。 

 (1) 資料（次号及び第３号に掲げるものを除く。） 10点まで 

 (2) 次に掲げる視聴覚資料 合計５点まで（ただし、イに掲げるものにあっては２点

まで、ウに掲げるものにあっては１点までとする。） 

 ア ＣＤ又はカセットテープ 

 イ 光ディスク（ＣＤを除く。）又はビデオテープ 

 ウ 複製絵画 

 (3) 電子書籍（市内に住所を有する者が個人貸出しを受ける場合に限る。） ５点ま

で 

２ 前項の個人貸出しに係る貸出点数の基準は、次のとおりとする。 ２ 個人貸出しを受けることができる期間は２週間以内とする。ただし、複製絵画に係る



個人貸出しを受けることができる期間は、30日以内とする。 

(1) 図書又は雑誌 合計10点まで 

(2) 次に掲げる視聴覚資料 合計５点まで。ただし、イに掲げるものにあっては２点

まで、ウに掲げるものにあっては１点までとする。 

ア CD又はカセットテープ 

イ 光ディスク（CDを除く。）又はビデオテープ 

ウ 複製絵画 

３ 第１項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出点数及び期間を変更す

ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出点数及び期間を変更す

ることができる。 



                              第６７号議案 

              一宮市立小中学校卒業式及び入学式の日について 

   一宮市立小中学校卒業式及び入学式の日について、別紙案を添えて教育委員

会の審議に付します。

   平成２８年１１月２２日

                       一宮市教育委員会

                       教育長 中 野 和 雄

     提案理由

   平成２８年度の小学校及び中学校の卒業式、また、平成２９年度の小学校及

び中学校の入学式の日を決定するため、本案を提出します。



別紙案

平成２８年度 卒業式

    小学校   平成２９年３月１６日（木）

    中学校   平成２９年３月 ３日（金）

平成２９年度 入学式

    小学校   平成２９年４月 ６日（木）

    中学校   平成２９年４月 ７日（金）



平成２８年度末・平成２９年度初めの日程について（案）

小学校 中学校

平

成

28 
年

度

２学期 終業式 １２月２２日（木）

３学期 始業式 １月 ６日（金）

卒  業  式 ３月１６日（木） ３月３日（金）

修  了  式 ３月２４日（金）

平

成

29
年

度

辞 令 伝 達 式 ４月３日（月）

入  学  式 ４月６日（木） ４月７日（金）

１学期 始業式 ４月７日（金） ４月７日（金）














